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第３ 特定の疾病等の認定基準等 

 

公務上外の認定については、前記「第２ 公務災害の認定基準」で述べた認定基準によるほか、特

に腰痛事案、上肢業務に基づく疾病事案、心臓・脳血管疾患事案、精神疾患事案及び石綿による健康

被害事案にあっては別に基準が設けられており、認定に際してはそれぞれの基準に照らして取り扱う

こととされています。 

 

○ 腰痛等の公務災害の認定について 

腰痛については、認定基準によるほか、「腰痛の公務上外の認定について」（昭和 52 年２月 14

日地基補第 67 号地方公務員災害補償基金理事長通知）（以下この項において「腰痛基準」という。）

及び「『腰痛の公務上外の認定について』の実施について」（昭和 52 年２月 14 日地基補第 68 号地

方公務員災害補償基金補償課長通知）に基づき判断することとされています。 

人間は、骨盤の上にある脊柱（上から順に、頚椎骨、胸椎骨、腰椎骨、仙骨）で上半身を支えて

おり、腰部では、常に上半身の重さ（負荷）を受けながら曲げたり、伸ばしたり、旋回したり等の

運動が行われています。そのため、腰痛は、医学上、一般に発生の原因が多岐にわたる上、加齢に

より体幹の支持機構が弱くなるために起こることが多いとされ、業務中や日常生活上の別なく頻発

し、また腰部に作用した力の程度にかかわらず発症するものであるとされています。 

腰痛には、業務中の転落や転倒等の負傷に起因する腰痛、重量物の取扱い業務その他腰部に過度

の負担がかかる作業に長時間従事する間に徐々に発症してくる腰痛などがあり、腰痛基準では、負

傷に起因する腰痛を「災害性の原因による腰痛」と、重量物の取扱い業務等に従事して発症した腰

痛（職業性疾病）を「災害性の原因によらない腰痛」とに分類しています。 

また、腰痛の公務災害認定請求においては、災害性の原因が明確でない事案や職業性疾病の対象

業務に従事していない職員が、日常業務上の範囲内のささいな災害的出来事・動作等によって発生

したとする事案が多くみられ、その特徴として、大部分の症例が腰痛を発生させる既往症等を有し、

傷病名も腰椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板症、変形性脊椎症など脊柱にかかるものとなっています。 

これらの疾病は、一般的には椎間板等が長期にわたり加齢とともに徐々に退行変性することなどに

よって発症するものですので、公務上外の認定に当たっては、事故等の態様、重量物の負荷の状況、

業務内容、業務環境、その他諸事情を総合的に評価した上で、「公務に起因することが明らかな疾病」

として、増悪させた部分としての急性症状に限り、公務上の災害と認められる場合があります。 

具体的には、以下のとおり取り扱うこととされています。 

 

１  災害性の原因による腰痛について 

公務上の負傷（急激な力の作用による内部組織の損傷を含む。以下同じ。）に起因して発症した腰

痛で、次の⑴及び⑵に掲げる要件のいずれをも満たし、かつ、医学上療養を必要とするものは、公

務上の疾病として取り扱います。 

⑴ 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作とは異なる動作による腰部に

対する急激な力の作用が、公務遂行中に突発的なできごととして生じたと明らかに認められるも

のであること。 
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⑵ 腰部に作用した力が腰痛を発症させ、腰痛の既往症を再発させ、又は基礎疾患を著しく増悪さ

せたと医学的に認めるに足りるものであること。 

 

２  災害性の原因によらない腰痛について 

⑴ 次に掲げる業務等腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間（おおむね３か月から数年以

内をいう。）従事する職員に発症した腰痛で、当該職員の業務内容、作業態様、作業従事期間及び

身体的条件からみて、当該業務に起因して発症したものと認められ、かつ、医学上療養を必要と

するものは、公務上の疾病として取り扱います。 

ア 重量物（おおむね 20 ㎏以上のものをいう。）又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業

務 

イ 腰部にとって極めて不自然又は極めて非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務 

ウ 腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を長期間にわたり持続して行う業務 

エ 腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務 

⑵ 重量物を取り扱う業務（おおむね 30 ㎏以上の重量物を勤務時間の３分の１程度以上取り扱う業

務又はおおむね 20kg 以上の重量物を勤務時間の半分程度以上取り扱う業務をいう。）又は腰部に

過度の負担のかかる作業態様の業務（重量物を取り扱う業務と同程度以上に腰部に負担のかかる

業務をいう。）に相当長期間（おおむね 10 年以上をいう。）にわたって継続して従事する職員に発

症した慢性的な腰痛のうち、胸腰椎に著しく病的な変性（高度の椎間板変性や椎体の辺縁隆起等）

が認められ、かつ、その程度が通常の加齢による骨変化の程度を明らかに超えるもので、当該職

員の業務内容、作業態様、作業従事期間及び身体的条件からみて、当該業務に起因して発症した

ものと認められ、かつ、医学上療養を必要とするものは、公務上の疾病として取り扱います。 

 

【参考１】 公務上外の認定に当たって 

腰痛を起こす負傷又は疾病は多種多様であるので、基金では、認定に当たり、傷病名にとらわ

れることなく、症状の内容及び経過、負傷又は作用した力の程度、業務内容、作業態様（取扱い

重量物の形状、重量、作業姿勢、持続時間、回数等）、作業従事歴、従事時間、当該職員の身体的

条件（性別、年齢、体格等）、素因又は基礎疾患等認定上の客観的な条件の把握に努めています。

また、必要な場合は専門医の意見を聴く等の方法により認定の適正を図っています。 

 

【参考２】 治療について 

⑴ 治療法 

通常、腰痛に対する治療は、保存的療法（外科的な手術によらない治療方法）を基本とすべ

きですが、適切な保存的療法によっても症状の改善が見られないもののうちには、手術的療法

が有効な場合もあります。 

ただし、この場合の手術方法は、腰痛の原因となっている腰部の病変の種類によってそれぞれ違うもので

あり、手術によって腰部の病変を改善することができるか否かについては医学上慎重に考慮する必要があり

ます。 
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⑵ 治療の種類 

腰痛の既往症又は基礎疾患のある職員に上記１又は２の事由により腰痛が発症し増悪した場

合の治療の範囲は、原則としてその発症又は増悪前の状態に回復させるためのものに限ります。 

ただし、その状態に回復させるための必要上、既往症又は基礎疾患の治療を要すると認めら

れるものについては、治療の範囲に含められることもあります。 

⑶ 治療の期間 

公務上の腰痛は、上記２の⑵に該当する腰痛を除き、適切な治療によれば、ほぼ３、４か月

以内にその症状が軽快するのが普通であり、特に症状の回復が蔓延する場合でも１年程度の治

療で消退又は固定するものと考えられています。 

相当長期にわたり療養しているものについては、基金都支部において当該傷病の状況その他

必要な事項を調査したうえで、治ゆ（P.117 参照）していると認められる場合には、治ゆと認定

することがあります（「傷病の治ゆ認定の手続について」平成 26 年３月 26 日地基補第 83 号）。 

 

【参考３】 頚部痛について 

頚部痛（頚部捻挫、外傷性頚部症候群など）も、その発症に素因、基礎疾患等が関与すること

が多いため、認定の考え方、治療の範囲・期間について、腰痛に準じた取扱いをする場合があり 

ます。 

 

○ 上肢業務に基づく疾病の公務災害の認定について 

上肢業務に基づく疾病については、認定基準によるほか、「上肢業務に基づく疾病の取扱いについ

て」（平成９年４月１日地基補第 103 号地方公務員災害補償基金理事長通知）及び「『上肢業務に基

づく疾病の取扱いについて』の実施について」（平成９年４月１日地基補第 104 号地方公務員災害補

償基金補償課長通知）に基づき判断することとされています。 

上肢業務に基づく疾病とは、上肢等に過度の負担のかかる業務（以下この項において「上肢業務」

という。）によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手及び指に発生した運動器の障害（以下

この項において「上肢障害」という。）とされており、その診断病名は多種多様にわたり、代表的な

ものとして、書痙、書痙様症状、腱炎、腱鞘炎、手関節炎、上腕骨外（内）上顆炎、頸肩腕症候群、

肘部管症候群、回外（内）筋症候群、手根管症候群などがあります。 

また、上肢業務を伴う上肢障害は、加齢や日常生活とも密接に関連しており、その発症には、業

務以外の個体要因（例えば、年齢、素因、体力等）や日常生活要因（例えば、家事労働、育児、ス

ポーツ等）が関与しています。さらに、上肢業務と同様な動作は、日常生活の中にも多数存在して

います。このため、公務上外の認定は、単に診断病名のみをもってなされることはなく、これらの

要因も検討された上で、専門医によって詳細に把握された症状及び所見に従って行われます。その

結果、上肢業務に従事した職員が、業務により上肢等を過度に使用したことが原因となって発症し

たと認められる上肢障害は、施行規則別表第１第３号の４又は同号の５に該当する公務上の疾病と

して取り扱うこととされています。 

 

１ 認定要件 

次のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められることが必要となります。 

⑴ 上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること。 
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⑵ 発症前に過重な業務に従事したこと。 

⑶ 過重な業務への従事と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること。 

 

２ 認定要件の運用 

⑴ 「上肢等に負担のかかる作業」とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要の

ある作業が該当します。 

ア 上肢の反復動作の多い作業 

イ 上肢を上げた状態で行う作業 

ウ 頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業 

エ 上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業 

⑵ 「相当期間従事した」とは、一般的には、発症までに６か月程度以上上肢業務に従事したこと

をいいます。 

なお、腱鞘炎等については、業務従事期間が６か月程度に満たない場合でも、短期間のうちに

集中的に過度の負担がかかった場合には、発症することがあるので留意する必要があります。 

⑶ 「過重な業務」とは、上肢等に負担のかかる作業を主とする業務において、医学経験則上、上

肢障害の発症の有力な原因と認められる業務量を有するものであって、原則として次のア又はイ

に該当するものをいいます。 

ア 当該勤務所における同種の他の職員と比較して、平均的な１か月の業務量のおおむね 10％以

上業務量が増加し、その状態が発症直前に３か月程度継続している場合 

イ 業務量が１か月の平均又は１日の平均では通常の日常の範囲内であっても、１日の業務量が

一定せず、例えば次の(ｱ)又は(ｲ)に該当するような状態が発症直前に３か月程度継続している

ような場合  

(ｱ) 通常の１日の業務量のおおむね 20％以上業務量が増加した日が１か月のうち 10 日程度あ

ることが認められる状態 

(ｲ) １日の勤務時間の３分の１程度にわたって、業務量が通常の当該時間内の業務量のおおむ

ね 20％以上増加した日が１か月のうち 10 日程度あることが認められる状態 

⑷ 「過重な業務」の判断に当たっては、発症前の業務量に着目して上記の⑶の要件を示していま

すが、業務量の面から過重な業務とは直ちに判断できない場合であっても、通常業務による負荷

を超える一定の負荷が認められ、次のアからオに掲げた要因が顕著に認められる場合には、それ

らの要因も総合して評価します。 

ア 長時間作業、連続作業 

イ 他律的かつ過度な作業ペース 

ウ 過大な重量負荷、力の発揮 

エ 過度の緊張 

オ 不適切な作業環境 

⑸ 上記⑶のアの「同種の他の職員と比較して」とは、原則として、当該勤務所における同性の職

員であって、業務態様、年齢及び熟練度が同程度のものの平均的な業務量との比較をいいます。 
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○ 心・血管疾患及び脳血管疾患の公務災害の認定について 

「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定について」（令和３年９月 15 日地基補第 260

号地方公務員災害補償基金理事長通知）（以下この項において「脳・心基準」という。）に基づき判

断することとされています。 

医学的知見によれば、心・血管疾患及び脳血管疾患（以下「心臓・脳血管疾患」という。）は、高

血圧等の医学上の危険因子、加齢、性別等の属性、食事、睡眠、家庭生活等の一般生活上の要因、

過重な長時間勤務、重労作等の職務上の要因が、相加・相乗に作用することにより、発症の基礎と

なる高血圧症、血管病変等の病態が増悪して、発症に至るものであり、勤務中、休息中、睡眠中の

別なく発症するものであるとされています。 

このため、脳・心基準においては、公務に起因することが明らかな疾病（公務と相当因果関係を

もって発生したことが明らかな疾病）として公務上の災害と認定されるためには、公務による精神

的又は肉体的に過重な負荷が、被災職員が有している発症の基礎となる高血圧症、血管病変等の病

態を加齢や一般生活等によるいわゆる自然的経過を早めて著しく増悪させ、発症に至らしめたと医

学的に認められることが必要とされています。このような、医学経験則上、高血圧症、血管病変等

をいわゆる自然的経過を早めて著しく増悪させ、心臓・脳血管疾患の発症原因とするに足る強度の

精神的又は肉体的負荷を、脳・心基準では「過重負荷」と規定しています。公務により過重負荷を

受けていたと認められるとともに、過重負荷を受けてから心臓・脳血管疾患の症状が顕在化するま

での時間的間隔が医学上妥当と認められる場合には、心臓・脳血管疾患の発症に当たって公務が相

対的に有力な原因になったもの、すなわち、公務と心臓・脳血管疾患との間に相当因果関係がある

ものと認められ、公務上の災害として認定されます。 

 

１ 認定要件 

⑴ 次のいずれかに該当したことにより、医学経験則上、心・血管疾患及び脳血管疾患の発症の基

礎となる高血圧症、血管病変（動脈硬化症等をいう。以下同じ。）等の病態を加齢、一般生活によ

るいわゆる自然的経過を超えて著しく増悪させ、当該疾患の発症原因とするに足る強度の精神的

又は肉体的負荷（以下「過重負荷」という。）を受けていたことが明らかに認められることが必要

です。 

ア 発症前に、職務に関連してその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る異常な出来事・突

発的事態に遭遇したこと。 

イ 発症前に、通常の日常の職務（被災職員が占めていた職に割り当てられた職務であって、１

日当たり平均概ね８時間（１週当たり平均概ね 40 時間）勤務内に行う日常の職務をいう。以下

同じ。）に比較して特に過重な職務に従事したこと。 

⑵ 「過重負荷」を受けてから、心・血管疾患及び脳血管疾患の症状が顕在化するまでの時間的間

隔が医学上妥当と認められることが必要です。通常は、「過重負荷」を受けてから 24 時間以内に

症状が顕在化しますが、症状が顕在化するまでに２日程度以上を経過する症例もあるので、個別

事案に係る疾病の発症機序等に応じ、鑑別を行う必要があります。 

 

２ 認定対象疾病 

脳・心基準が認定対象とする心・血管疾患及び脳血管疾患（これらの疾患のうち負傷に起因する

ものを除く。以下「対象疾患」という。）は、次に掲げるものをいいます。 
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⑴ 心・血管疾患 

ア 狭心症 

イ 心筋梗塞 

ウ 心停止（心臓性突然死を含む。） 

エ 重症の不整脈（心室細動等） 

オ 重篤な心不全 

カ 肺塞栓症 

ク 大動脈解離 

⑵ 脳血管疾患 

ア くも膜下出血 

イ 脳出血 

ウ 脳梗塞 

エ 高血圧性脳症 

 

３ 認定要件の具体的事項等の運用 

⑴ １の⑴のアの「異常な出来事・突発的事態に遭遇したこと」とは、当該出来事・事態によって

急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学上妥当と認められるものであり、次に掲げ

る場合とされています。 

ア 医学経験則上、対象疾患を発症させる可能性のある爆発物、薬物等による犯罪又は大地震、

暴風、豪雨、洪水、高潮、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類

する異常な状態に職務に関連して遭遇したことが明らかな場合 

イ 日常は肉体的労働を行わない職員が、勤務場所又はその施設等の火災等特別な事態が発生し

たことにより、特に過重な肉体的労働を必要とする職務を命じられ、当該職務を行っていた場

合 

ウ 暴風、豪雪、猛暑等異常な気象条件下で長時間にわたって職務を行っていた場合 

エ 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態に職務に関連して

遭遇した場合 

オ 急激で著しい肉体的負荷を強いられる事態又は急激で著しい作業変化の下で職務を行ってい

た場合 

⑵ １の⑴のイの「通常の日常の職務に比較して特に過重な職務に従事したこと」とは、医学経験

則上、対象疾患を発症させる可能性のある特に過重な職務に従事したことをいい、勤務形態・時

間、業務内容・量、勤務環境、精神的緊張の状況及び疲労の蓄積等の面で特に過重な職務の遂行

を余儀なくされた、次に掲げる場合等です。 

ア 発症前１週間程度から数週間（「２～３週間」をいう。）程度にわたる、特に過重で長時間に

及ぶ時間外勤務を行っていた場合 

イ 発症前１か月程度にわたる、過重で長時間に及ぶ時間外勤務（発症日から起算して、週当た

り平均 25 時間程度以上の連続）を行っていた場合 

ウ 発症前１か月を超える、過重で長時間に及ぶ時間外勤務（発症日から起算して、週当たり平

均 20 時間程度以上の連続）を行っていた場合 

⑶ ３の⑵のアからウに掲げる時間外勤務の評価のほか、次に掲げる職務従事状況等が評価要因と
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され、医学経験則に照らして、精神的、肉体的過重性が認められる場合は、それらが時間外勤務

の評価に加えられて総合的に評価されます。 

ア 交替制勤務職員の深夜勤務（22 時から翌朝５時までの勤務）中の頻回出動及び深夜勤務時間

数の著しい増加・仮眠時間の著しい減少等の職務従事状況 

イ 著しい騒音、寒暖差、寒冷、暑熱等不快・不健康な勤務環境下における職務従事状況 

ウ 緊急呼出による勤務、勤務を要しない日も勤務したことによる連続勤務、勤務間インターバ

ルが短い勤務、拘束時間が長い勤務、不規則な勤務・交代制勤務・深夜勤務等の勤務時間が不

規則な職務への従事状況 

エ 頻回出張、時差を伴う出張等の勤務公署外における移動を伴う職務への従事状況 

オ その他、精神的又は肉体的負荷を伴う職務への従事状況 

⑷ ３の⑵及び⑶の場合において、特に過重な職務等への従事状況の評価については、被災職員と

職種、職、職務経験及び年齢等が同程度の職員（以下「同種職員等」という。）にとっても、特に

過重な職務に従事したと認められるか否かについて客観的に行われます。 

この場合、同種職員等には、健康な状態にある者のみならず、対象疾患の発症の基礎となる血

管病変等を有しているものの、通常の日常の職務の遂行に特に支障がない程度の職員も含まれて

います。 

 

○ 精神疾患等の公務災害の認定について 

精神疾患等については、「精神疾患等の公務災害の認定について」（平成 24 年３月 16 日地基補第

61 号地方公務員災害補償基金理事長通知）、「精神疾患等の公務災害の認定について」の実施につい

て（平成 24 年３月 16 日地基補第 62 号地方公務員災害補償基金補償課長通知）及び「精神疾患等の

公務起因性判断のための調査要領について」（平成 24 年３月 16 日地基補第 63 号地方公務員災害補

償基金補償課長通知）（以下この項において「精神基準」という。）に基づき判断することとされて

います。 

精神疾患の場合は、①対象疾病発症前のおおむね６か月の間に、業務により強度の精神的又は肉

体的負荷を受けたことが認められること、②業務以外の負荷及び個体側要因により対象疾病を発症

したとは認められないこと、の２つが要件とされており、この要件に該当するか否かは、精神基準

に基づく具体的な調査結果を検討した上で判断することとなります。 

なお、自殺については、公務と精神疾患との間に相当因果関係が認められ、かつ、当該精神疾患

と自殺との間に相当因果関係が認められるときに、公務起因性が認められます。 

精神基準においては、精神疾患等が公務上の災害と認定されるためには、次の要件に該当するこ

とが必要とされています。 

 

１ 認定要件 

公務が原因で精神疾患を発症したとして公務災害認定請求のあった事案（以下「精神疾患事案」

という。）においては、当該精神疾患が対象疾病に該当し、かつ、次の⑴及び⑵の要件をいずれも

満たして発症したときに、規則別表第１第９号に該当する疾病として取り扱います。 

⑴ 対象疾病発症前のおおむね６か月の間に、業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたこ

とが認められること。 

この「業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたこと」とは、具体的に、次のア又はイ
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のような事象を伴う業務に従事したことをいいます。 

  ア 人の生命にかかわる事故への遭遇 

  イ その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象 

 ⑵ 業務以外の負荷及び個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないこと。 

また、要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随する疾病として認め

られるか否かを個別に判断し、これらが認められる場合には当該対象疾病と一体のものとして、

地方公務員災害補償法施行規則別表第１第９号に該当する疾病として取り扱うとされています。 

     

２ 認定対象疾病等 

⑴ 対象疾病 

国際疾病分類第10回修正版（以下「ＩＣＤ－10」という。）第Ⅴ章「精神および行動の障害」

に分類される精神疾患。ただし、器質性のもの及び有害物質に起因するものを除きます。 

（厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」２.ア.ＩＣＤ－10（2013 年版）準拠 基本分類表 
第５章精神及び行動の障害(F00-F99) https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/ 参照） 

⑵ 業務との関連で発症する可能性のある精神疾患 

上記⑴のうち、Ｆ２からＦ４までに分類される精神疾患。ただし、器質性の精神疾患及び有害

物質に起因する精神疾患（表１のＦ０及びＦ１に分類される精神疾患）については、頭部外傷、

脳血管疾患、中枢神経変性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病、化学物質による疾病等として

認められるか否かを個別に判断することになります。また、いわゆる心身症は含まれません。 

⑶ 疾患名等の判断 

疾患名等については、公務災害認定請求時における疾患名等にこだわらず、被災職員に係る具

体的な病態等に関する事実関係により、客観的に判断します。 

 

３ 認定要件の検討 

２の対象疾病が１の認定要件に該当するか否か判断するためには、次の⑴から⑶までの検討を行

います。 

⑴ 業務による負荷の検討 

ア 具体的な検討方法 

   (ｱ) 業務による精神的又は肉体的負荷（以下「業務による負荷」という。）について判断する

ため、対象疾病発症前のおおむね６か月の間に、対象疾病の発症に関与したと考えられる業

務による出来事（対人関係のトラブルを含む。）として、具体的にどのようなものがあった

のかを把握し、その出来事に対応した適当な着眼事項に基づいて分析した上で、その負荷の

強さを検討します。 

その結果、その出来事が次の①又は②に該当するときは、１⑴又は⑵に該当する事象があ

ったものと判断できます。 

    ① 人の生命にかかわる事故への遭遇（業務による負荷の類型及び程度がこれと同種、同程

度のものを含む。） 

ａ 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残すような

業務上の病気やけがをしたと認められる場合 

     ｂ ａに準ずるような出来事に遭遇したと認められる場合 
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    ② その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象 

     ａ 第三者による暴行、重大な交通事故等の発生により、おおむね２か月以上の入院を要

する、又は地方公務員災害補償制度の障害補償年金に該当する若しくは原職への復帰が

できなくなる後遺障害を残すような業務上の病気やけがをしたと認められる場合 

     ｂ 発症直前の２週間程度以上の期間において、いわゆる不眠・不休の状態下で行う、犯

罪の捜査若しくは火災の鎮圧又は、危険、不快、不健康な場所等において行う、人命の

救助その他の被害の防禦等に従事したと認められる場合（１日当たりの勤務時間が特に

短い場合、手待時間が多い等の勤務密度が特に低い場合を除く。） 

     ｃ ｂの職務遂行中における二次災害、重大事故等の発生への対処等に従事したと認めら

れる場合 

     ｄ 発症直前の１か月におおむね160時間を超えるような、又は発症直前の３週間におおむ

ね120時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合（手待時間が多い等の勤務密度が

特に低い場合を除く。） 

     ｅ 発症直前の連続した２か月間に１月当たりおおむね120時間以上の、又は発症直前の連

続した３か月間に１月当たりおおむね100時間以上の時間外勤務を行ったと認められる

場合 

     ｆ 発症直前の１か月以上の長期間にわたって、質的に過重な業務を行ったこと等により、

１月当たりおおむね100時間以上の時間外勤務を行ったと認められる場合 

     ｇ 上司、同僚、部下等の事故、傷病等による休業又は欠員が発生し、かつ、それに対し

て職場の適切な支援・協力等がなされなかったこと等により、ｂからｆまでに準ずる肉

体的過労等を生じさせる業務に従事したと認められる場合 

     ｈ 組織の責任者として連続して行う困難な対外折衝又は重大な決断等を伴う業務に従事

したと認められる場合 

     ｉ 機構・組織等の改革又は人事異動等による、急激かつ著しい職務内容の変化を伴う業

務に従事したと認められる場合 

     ｊ 職場でひどい嫌がらせ、いじめ又は暴行を執拗に受けたと認められる場合 

     ｋ 重大な不祥事が発生し、責任者としてその対応に当たったと認められる場合 

     ｌ ａからｋまでに準ずるような業務による負荷があったと認められる場合 

   (ｲ) (ｱ)の検討に当たって、時間外勤務を評価する場合には、時間外勤務の命令を受けて行った

業務のみを対象とします。ただし、その必要性等を客観的な根拠によって判断できる活動に

ついては、時間外勤務時間数に加えて評価することができます。 

イ 業務による負荷の判断基準とする職員 

    業務による負荷を受けたことが認められるか否かは、被災職員ではなく、被災職員と職種、

職、業務経験等が同等程度の職員を基準にして客観的に判断します。 

⑵ １の⑵の「業務以外の負荷及び個体側要因」の検討は、次のア及びイのとおり行います。 

  ア 業務以外の負荷の検討 

    対象疾病発症前のおおむね６か月の間に、被災職員自身の出来事（離婚等の家庭問題、事故・

事件、けが・病気等）、被災職員の家族の出来事（配偶者や子どもの死亡・けが・病気等）、

金銭関係（財産の損失、収入の減少等）などの業務以外の出来事が認められる場合には、それ

らの出来事が客観的に対象疾病を発症させるおそれのある程度のものと認められるか否かにつ
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いて検討します。 

  イ 個体側要因の検討 

    精神疾患の既往歴、社会適応状況における問題（すなわち、過去の学校生活、職業生活等に

おける適応に困難が認められる場合）、アルコール等依存症、性格傾向における偏り（ただし、

社会適応状況に問題がない場合を除く。）が認められる場合には、それらの個体側要因が客観

的に対象疾病を発症させるおそれのある程度のものと認められるか否かについて検討します。 

 ⑶ 公務起因性についての考え方 

被災職員が対象疾病を発症し、かつ、⑴及び⑵の検討の結果、次のア又はイに該当する場合は、

１の認定要件を満たすものとします。 

  ア 業務による強度の精神的又は肉体的負荷が認められ、かつ、業務以外の負荷及び個体側要因

が特段認められない場合 

  イ 業務による強度の精神的又は肉体的負荷が認められ、かつ、業務以外の負荷及び個体側要因

の両方又はそのいずれかが認められるものの、それらが明らかに対象疾病の発症の有力な原因

となったとは認められない場合 

     なお、「個体側要因が明らかに対象疾病の発症の有力な原因となった」場合とは、例えば、

就業年齢前の若年期から精神疾患の発症と寛解を繰り返しており、公務災害認定請求に係る精

神疾患がその一連の病態である場合、重度のアルコール依存状況がある場合等、個体側要因に

よって発症したことが医学的にみて明らかであると判断できる場合をいいます。 

 

４ 精神疾患の悪化の公務起因性 

  既に公務外で精神疾患を発症して治療が必要な状態にある者については、極めて強い業務による

負荷を生じさせる出来事（例えば、３の⑴ア②ｄに該当するような極めて過重な時間外勤務への従

事等）が認められる場合であって、その出来事の後おおむね６か月以内に対象疾病が自然経過を超

えて著しく悪化したと医学的に認められるときに限り、その出来事が悪化の原因であると推認して、

悪化した部分について公務起因性を認めることもありえます。 

 

５ 精神疾患に係る治ゆ等の取扱い 

 ⑴ 治ゆ 

  ア 業務による負荷を原因とする精神疾患は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば治ゆす

る場合が多いため、治ゆについては、主治医の治療内容、経過等を参考にして、また必要に応

じ他の専門医等の意見も聴きつつ、適切に判断します。 

  イ 精神疾患に係る治ゆ（症状固定を含む。以下同じ。）については、その症状が治療により消

失し、その状態が医学経験則に照らし安定したと認められる場合のほか、急性期を経て回復は

したが軽度の残存症状を残したまま安定期に移行した場合についても、通常の勤務が可能と判

断される状態となり、その状態が医学経験則に照らし将来においても継続することが見込まれ

るときは、治ゆしたものと取り扱います。 

 ⑵ 治ゆ後再び対象疾病を発症した場合 

業務による負荷が原因で発症した対象疾病が治ゆした後再び対象疾病を発症した場合について

は、発症のたびにその時点を基準として、業務による負荷、業務以外の負荷及び個体側要因を第

３により検討し、公務起因性を判断することになります。 
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６ 自殺の取扱い 

 ⑴ 自殺の公務起因性の考え方 

精神疾患が原因で自殺したとして公務災害認定請求のあった事案（以下「自殺事案」という。）

においては、①公務と精神疾患との間に相当因果関係が認められ、かつ、②当該精神疾患と自殺

との間に相当因果関係が認められるときに、自殺についての公務起因性を認めるものとします。 

ＩＣＤ－10のＦ０からＦ４までに分類される多くの精神疾患では、その病態としての自殺念慮

が出現する蓋然性が高いと医学的に認められるため、公務に起因して精神疾患を発症した者が自

殺を図った場合には、当該精神疾患によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は

自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推

定し、原則として、自殺についての公務起因性が認められます。 

ただし、公務に起因して発症した精神疾患と認められる場合であっても、発症後療養等が行わ

れ相当期間経過した後の自殺については、治ゆの可能性やその経過の中での業務以外の様々な負

荷要因の発生の可能性があり、当該精神疾患と自殺との相当因果関係については、さらに療養の

経過、業務以外の負荷要因の内容等を総合して判断する必要があります。 

なお、ＩＣＤ－10のＦ０からＦ４までに分類される精神疾患以外の精神疾患にあっては、必ず

しも一般的に強い自殺念慮を伴うとまではいえないため、当該精神疾患と自殺の関連については、

医学的な因果関係の判断を特に慎重に行う必要があります。また、公務に関連する自殺であって

も、精神疾患に起因しない自殺は、公務起因性は認められません。 

 ⑵ 自殺前に医師の診断等を受けていない場合の取扱い 

自殺前に医師の診断、診療を受けていない場合にあっては、精神疾患発症の可能性の有無、疾

病の性質等について、医学経験則に照らして合理的に推定して判断します。 

 

７ 認定の手続 

  ３の⑶及び６の⑴の公務起因性の判断については、支部長が理事長に協議し、理事長は、医学専

門家から精神疾患の疾患名、発症時期、発症機序、鑑別診断等に関する医学的知見を徴するものと

します。 

 

８ 調査 

 ⑴ 調査事項 

精神疾患事案及び自殺事案については、次のアからオまでの事項を調査します。 

  ア 一般的事項（被災職員の氏名、年齢、所属等） 

  イ 災害発生（精神疾患事案の場合は精神疾患の発症、自殺事案の場合は自殺行為による死亡等

をいう。以下同じ。）の状況 

  ウ 災害発生前の勤務状況 

  エ 災害発生前の身体・生活状況 

  オ その他の事項 

 ⑵ 調査に当たっての留意事項 

精神基準の適正な運用のためには詳細な調査が必要となりますが、その特別な性質に鑑み、関

係者等に対して調査を実施する際には、特にプライバシーの保護に配慮するとともに、収集した

諸資料の保全に注意してください。 

なお、調査事項等によっては、遺族等の同意を得ておくことが望ましい場合もあります。 
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○ 石綿による健康被害にかかる公務災害の認定について 

石綿による疾病の認定基準については、地公災法上では、独自に「石綿ばく露作業」従事による

疾病発症についての公務上外を判断する基準はありませんが、労働者災害補償制度における「石綿

による疾病の認定基準について」（平成 24 年３月 29 日基発第 0329 第２号）（第２次改正 令和５年

３月１日基発 0301 第１号）に準じて判断することとされており、次の１～３のとおりです。この基

準を満たしている場合は、いわゆる職業性疾病として公務上の災害として取り扱うこととされてい

ます。 

なお、「石綿による疾病の認定基準について」に該当しない場合でも、「公務に起因することが明

らかな疾病」として取り扱われる場合があります。 

 

１ 石綿による疾病と石綿ばく露作業 

⑴ 石綿による疾病 

  石綿との関連が明らかな疾病は、次に掲げるものをいいます。 

  ア 石綿肺  イ 肺がん  ウ 中皮腫  エ 良性石綿胸水  オ びまん性胸膜肥厚 

⑵ 石綿ばく露作業 

  石綿ばく露作業とは、次に掲げる作業をいいます。 

ア 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕

その他石綿の精製に関連する作業 

イ 倉庫内における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業 

ウ 以下の石綿製品の製造工程における作業 

(ｱ) 石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品 

(ｲ) 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等の

セメント製品 

(ｳ) ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケッ

ト（パッキング）等に用いられる耐熱性石綿製品 

(ｴ) 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品 

(ｵ) 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品（電線

絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。）又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充

填剤、塗料等の石綿を含有する製品 

エ 石綿の吹付け作業 

オ 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業 

カ 石綿製品の切断等の加工作業 

キ 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業 

ク 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業 

ケ 石綿を不純物として含有する鉱物（タルク（滑石）等）等の取扱い作業 

コ アからケまでに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受け

る作業 

サ アからコまでの作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業 

 

２ 認定要件 

⑴ 石綿肺（石綿肺合併症を含む。） 
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石綿ばく露作業に従事しているか又は従事したことのある労働者（以下「石綿ばく露労働者」

という。）に発生した疾病であって、じん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)第４条第２項に規定するじ

ん肺管理区分が管理４に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則（昭和 35 年労働

省令第６号）第１条第１号から第５号までに掲げる疾病（じん肺管理区分が管理４の者に合併し

た場合を含む。）は、労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号）別表第１の２（以下「別

表第１の２」という。）第５号に該当する業務上の疾病として取り扱います。 

⑵ 肺がん 

 石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次のアからはカまでのいずれかに該当す

る場合には、 初の石綿ばく露作業（労働者として従事したものに限らない。）を開始した時から

10 年未満で発症したものを除き、別表第１の２第７号８に該当する業務上の疾病として取り扱い

ます。 

ア 石綿肺の所見が得られていること（じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第１型以上

である石綿肺の所見が得られていること。以下同じ。）。 

イ 胸部エックス線検査、胸部ＣＴ検査等により、胸膜プラークが認められ、かつ、石綿ばく露

作業への従事期間（石綿ばく露労働者としての従事期間に限る。以下同じ。）が 10 年以上ある

こと。ただし、１の⑵のウの作業に係る従事期間の算定において、平成８年以降の従事期間は、

実際の従事期間の１／２とする。 

ウ 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が１年

以上あること。 

(ｱ) 乾燥肺重量１g 当たり 5,000 本以上の石綿小体 

(ｲ) 乾燥肺重量１g 当たり 200 万本以上の石綿繊維（５μｍ超） 

(ｳ) 乾燥肺重量１g 当たり 500 万本以上の石綿繊維（１μｍ超） 

(ｴ) 気管支肺胞洗浄液１ml 中５本以上の石綿小体 

(ｵ) 肺組織切片中の石綿小体又は石綿繊維 

エ 次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業の従事期間が１年以上あ

ること。 

(ｱ) 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、

胸部ＣＴ画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。 

胸膜プラークと判断できる明らかな陰影とは、次のａ又はｂのいずれかに該当する場合を

いう。 

ａ 両側又は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横角の消失を

伴わないもの。 

ｂ 両側側胸壁の第６から第 10 肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥

厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。 

(ｲ) 胸部ＣＴ画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の胸部ＣＴ画像上、胸膜プラーク

が も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の１／４以上のもの。 

オ １の⑵の石綿ばく露作業のうち、ウの(ｱ)、(ｲ)若しくはエのいずれかの作業への従事期間又

はそれらを合算した従事期間が５年以上あること。ただし、従事期間の算定において、平成８

年以降の従事期間は、実際の従事期間の１／２とする。 

カ ２の⑷の要件を満たすびまん性胸膜肥厚を発症している者に併発したもの。 
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⑶ 中皮腫 

石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次のア又はイ

に該当する場合には、 初の石綿ばく露作業（労働者として従事したものに限らない。）を開始し

たときから 10 年未満で発症したものを除き、別表第１の２第７号８に該当する業務上の疾病とし

て取り扱います。 

ア 石綿肺の所見が得られていること。 

イ 石綿ばく露作業の従事期間が 1 年以上あること。 

⑷ びまん性胸膜肥厚 

石綿ばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、次のアからウまでのいずれの要件に

も該当する場合には、別表第１の２第４号７に該当する業務上の疾病として取り扱います。 

ア 胸部ＣＴ画像上、肥厚の広がりが、片側にのみ肥厚がある場合は側胸壁の１／２以上、両側

に肥厚がある場合は側胸壁の１／４以上あるものであること。 

イ 著しい呼吸機能障害を伴うこと。 

この著しい呼吸機能障害とは、次のア又はイに該当する場合をいうものであること。 

(ｱ) パーセント肺活量（％ＶＣ）が 60％未満である場合 

(ｲ) パーセント肺活量（％ＶＣ）が 60％以上 80％未満であって、次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 1 秒率が 70％未満であり、かつ、パーセント 1 秒量が 50％未満である場合 

ｂ 動脈血酸素分圧（ＰａＯ２）が 60Ｔｏｒｒ以下である場合又は肺胞気動脈血酸素分圧較

差（ＡａＤＯ２）が別表の限界値を超える場合 

ウ 石綿ばく露作業への従事期間が３年以上あること。 

 

３ 認定に当たっての留意事項 

地方公務員災害補償基金関係通達集「＜参考＞石綿による疾病の認定基準について『第３ 認定

に当たっての留意事項』」を参照 

 

○ 針刺し事故等血液汚染事故の公務災害の取扱いについて 

公務災害の認定は、傷病が発症（発生）し、治療が必要な場合に行われることが原則です。 

しかし、病院等において、肝炎・エイズ等感染力が強く、感染した場合の治ゆが難しい疾病に感

染した患者に使用した注射針を、誤って自分の指などに刺してしまう等の、いわゆる針刺し事故等

血液汚染事故については、感染の可能性が極めて高いと判断された場合、公務上の災害として取り

扱われ、特例として発症以前の検査等も補償の対象とされます。ただし、経過観察に係る検査は、

当該ウィルスに関する検査に限られ、医学的に必要と認められる 小限度の期間（受傷後６か月～

１年以内）とされています。その認定は、他の災害と同様に認定基準に基づき、当該感染症の特殊

性に着目して、検討されることとなります。 

また、疾病が発症した場合には、他の疾病と同様に認定基準に則して｢公務上の疾病｣に該当する

か否かを検討することとなります。この場合も当該感染症の特殊性に着目して、検討することとな

ります。 

 

１ Ｂ型肝炎 

⑴ 感染・発症前 

Ｂ型肝炎については「抗ＨＢｓ人免疫グロブリン製剤及びＢ型肝炎ワクチンに関する療養補償

の取扱いについて」（昭和 62 年 10 月 12 日地基企第 27 号地方公務員災害補償基金理事長通知）
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に基づき、検討することとなります。以下の場合において、治療の一環として、縫合、消毒、洗

浄等の処置とともに、抗ＨＢｓ人免疫グロブリン製剤の注射が行われたとき又は抗ＨＢｓ人免疫

グロブリン製剤の注射に加えてＢ型肝炎ワクチンの接種が行われたときは、公務上の災害として

取り扱い、当該処置が行われた直後の検査及びその後の経過観察に係る検査は療養補償の対象と

なります。 

ア 病院、保健所、研究所等に勤務する職員（以下｢医療従事者等｣という。）が公務上負傷し、

当該負傷を原因としてＨＢｓ抗原陽性血液による汚染を受け、ＨＢウイルス感染の危険が極め

て高いと判断された場合 

イ 医療従事者等の既存の負傷に、公務に起因してＨＢｓ抗原陽性血液が付着し、ＨＢウイルス

感染の危険が極めて高いと判断された場合 

※ 負傷を伴わずに単にＨＢｓ抗原陽性血液が皮膚に付着した等、感染の危険が少ない事故の場

合、汚染事故前に予防を目的としてワクチン接種等が行われた場合は、公務災害の対象とはな

りません。 

⑵ 感染・発症後 

以下の要件をすべて満たす場合は、公務上の災害として取り扱うこととされています。 

ア Ｂ型急性肝炎の症状を呈していること。 

イ ＨＢＶに汚染された血液等に接触する機会のある公務に従事し、又は当該血液等に接触した

事実が認められること。 

ウ ＨＢＶに感染したと推定される時期からＢ型急性肝炎の発症までの時間的間隔がＢ型急性肝

炎の潜伏期間と一致すること。 

エ ＨＢｓ抗原、ＨＢｅ抗原等、又はＨＢＶ－ＤＮＡが陽性と診断されていること。 

オ 公務以外の原因による可能性がないこと。 

 

２ Ｃ型肝炎 

⑴ 感染・発症前 

Ｃ型肝炎については「ＨＣＶ又はＨＩＶに汚染された血液等に接触した場合における療養補償

の取扱いについて」（平成６年１月 31 日地基企第５号地方公務員災害補償基金企画課長通知）に

基づき、検討することとなります。以下の場合には、公務上の災害として取り扱い、当該処置が

行われた直後の検査及びその後の経過観察に係る検査は療養補償の対象となります。 

ア 医療従事者等がＨＣＶに汚染された血液等を含む注射針等（感染性廃棄物を含む。）により

手指等を公務上受傷した場合又は医療従事者等の既存の負傷部位、眼球等に公務に起因して当

該血液等が付着した場合において、当該受傷又は血液等の付着（以下、この項において「受傷

等」という。）の後、その部位に洗浄、消毒等の処置が行われた場合 

イ 受傷等の後、ＨＣＶ抗体検査等の検査（受傷等の直後に行われる検査を含む。）が行われた

場合（ただし、受傷等以前から既にＨＣＶに感染していたことが判明している場合のほか、受

傷等の直後に行われた検査により、当該受傷等以前からＨＣＶに感染していたことが明らかと

なった場合には、その後の検査は療養補償の対象とはなりません。） 

⑵ 感染・発症後 

以下の要件をすべて満たす場合は、公務上の災害として取り扱うこととされています。 

ア Ｃ型急性肝炎の症状を呈していること。 

イ ＨＣＶに汚染された血液等に接触する機会のある公務に従事し、又は当該血液等に接触した

事実が認められること。 
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ウ ＨＣＶに感染したと推定される時期からＣ型急性肝炎の発症までの時間的間隔がＣ型急性肝

炎の潜伏期間と一致すること。 

エ ＨＣＶ抗体、ＨＣＶ－ＲＮＡが陽性と診断されていること。 

オ 公務以外の原因による可能性がないこと。 

※ Ｃ型慢性肝炎の場合、上記ア～オの要件をすべて満たすＣ型急性肝炎の既往の事実が確認で

きる場合、公務上の災害として取り扱われます。 

 

３ エイズ（後天性人免疫不全症候群） 

⑴ 感染前 

エイズについても「ＨＣＶ又はＨＩＶに汚染された血液等に接触した場合における療養補償の

取扱いについて」に基づき、検討することとなります。以下の場合には、公務上の災害として取

り扱い、当該処置が行われた直後の検査及びその後の経過観察に係る検査は療養補償の対象とな

ります。 

ア 医療従事者等がＨＩＶに汚染された血液等を含む注射針等（感染性廃棄物を含む。）により

手指等を公務上受傷した場合又は医療従事者等の既存の負傷部位、眼球等に公務に起因して当

該血液が付着した場合において、当該受傷又は血液等の付着（以下、この項において「受傷等」

という。）の後、その部位に洗浄、消毒等の処置が行われた場合 

イ 受傷等の後、ＨＩＶ抗体検査等の検査（受傷等の直後に行われる検査を含む。）が行われた

場合（ただし、受傷等以前から既にＨＩＶに感染していたことが判明している場合のほか、受

傷等の直後に行われた検査により、当該受傷等以前からＨＩＶに感染していたことが明らかと

なった場合には、その後の検査は療養補償の対象とはなりません。） 

ウ 受傷等の後、ＨＩＶ感染の有無が確認されるまでの間に行われた抗ＨＩＶ薬の投与が、感染

の危険に対し有効であると認められる場合 

⑵ 感染後 

ＨＩＶについては感染をもって発症とみますが、以下の要件を満たす場合は、公務上の災害と

して取り扱うこととされています。 

ア ＨＩＶに汚染された血液等に接触する機会のある公務に従事し、かつ、当該血液等に接触し

た事実が認められていること。 

イ ＨＩＶに感染したと推定される時期から６週間ないし８週間を経てＨＩＶの抗体が陽性と診

断されていること。 

ウ 公務以外の原因によるものでないこと。 

 

４ その他 

以下のような場合については、上記に準じて取り扱います。 

(1) 梅毒に汚染された血液の場合で、医師が感染の可能性が高いと判断してペニシリンを投与し、            

かつ医師が経過観察が必要と認めた場合  

(2) 汚染状況が不明な針の場合で、針に付着していた血液等が前述のウィルス等に汚染されている客

観的な危険性があり、感染の危険性が高いと医師が判断した場合（血液汚染事故による検査は、

特例として療養補償の対象とされていることから、当該針が前述のウィルス等に汚染されている

客観的な危険性が判断できず、「念のため」等の理由で経過観察が行われた場合は療養補償の対

象とは認められません。） 




